
 

 

 

 

 

 

車両で通学するためには、入構許可を得る必要がありま

す（通学距離が片道 2km 以上の者で申請が必要）。 
 

許可された者には「入構許可証」が発行されますが、

事例を確認しています。 
 

です。事例を確認した場合は「提供した

者」及び「提供された者」のいずれも“ ”

となりますことにご留意ください。 
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